
1 0 月 定 例 教 育 委 員 会  会 議 録 

 

 

１  開 催 日  令和元年 10月 10日（木） 

 

２  開 催 場 所  新館８階 教育委員室 

 

３  出席した委員  小南教育長、廣岡委員、播委員、坂元委員、土屋委員 

 

４  出席した職員  高井教育総務部長、山本教育指導部長、 
    吉田教育総務部次長、杉本教育指導部次長、     神吉教育指導部学校教育担当参事、     山野教育総務課長、岸田学務課長、     福島社会教育・スポーツ振興課長、     境学校教育課長、今津青少年育成課長、 

加藤教育研究所長、姫路少年自然の家所長、 
藤崎教育総務課副課長、岡本教育総務課管理調整係長  

５  傍   聴   者  ６人 

 

６  議事の要旨 

 

○  開   会       午後３時 

 

○  会議録署名委員指名のこと 

      坂元委員に決定 

 

○  ９月定例教育委員会の会議録報告承認のこと 

     （事務局から会議録朗読報告） 

承 認 

 

○ 会議公開の可否決定のこと 

全ての議事を公開することに決定 

 



（専決報告） 

１ 加古川市立幼稚園の保育料徴収条例施行規則を廃止する規則等の制定について 

（教育総務部次長から説明） 

承  認 

 

   委  員 ： 条例を廃止することは、同時に施行規則についても廃止するという

ことにはならないのか。  
      事 務 局  ： 条例の廃止については令和元年９月 26日に議会の議決を得たところ

であるが、施行規則については、教育委員会規則として制定されてい

るものであるため、教育委員会として廃止にかかる議決が必要になる。

なお、条例と同時に 10月１日に施行する必要があるため、専決したも

のである。 

 

 

２ 加古川市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について 
（教育総務部次長から説明） 

承  認 

 

   委  員 ： 従来無かった事務を教育委員会が担うことになったため、事務分掌

規則を改正するものとの理解してよいか。  
      事 務 局  ：  当該事務は、園児の保護者からの申請に基づき、施設等利用給付認

定を行い、国・県・市が保育料相当分の料金を対象施設に納付する事

務となる。 

          事務分掌規則には、従前より私立幼稚園の助成及び保育料軽減とし

て私立幼稚園に通う第２子、第３子の保育料の一部を補助してきたと

ころであるが、令和元年 10月１日からの保育料の無償化に伴い、保育

料軽減に関する事務とは別に、新たに事務分掌規則に追加するもので

ある。  
   委  員 ： 保育料ではなく、施設等利用給付という名称となるのか。  
      事 務 局  ： 子ども・子育て支援法における表現に倣っている。 



３ 加古川市少年補導委員の委嘱について 
（教育指導部参事から説明） 
承  認  

   委  員 ： 加古川市少年愛護センター設置条例では少年補導委員を 170 人以内

と規定しているが、現状の人数と欠員となっている人数について教え

てもらいたい。  
      事 務 局  ： 各地区で定数を決めているが、定数に満たない地区が４地区ある。 

         今回委嘱された委員を含めると総数で 166人となる。 

 

      教 育 長  ： ４人の欠員が生じているということか。  
      事 務 局  ： そのとおりである。 

 

   委  員 ： 人口が減少していく中で、定数の変更は検討しているのか。  
      事 務 局  ： 欠員が生じている中で、定数の変更については、少年補導委員の会

長とも協議しているが結論に至っていない。各町内会連合会とも協議

を重ねる必要があると考えている。 

 

   委  員 ： 安易に定数を減らすことのないよう慎重に検討してほしい。   
４ 加古川市少年愛護センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

（教育指導部参事から説明） 
承  認 

 

   委  員 ： 解嘱する者及び委嘱する者ともに社会教育委員であるが、従来より

委員のうち１名は社会教育委員が担っているのか。  
      事 務 局  ： 加古川市少年愛護センター設置条例第４条第４項に規定する関係団

体の代表者として委嘱している。解嘱する者の社会教育委員の任期満

了に伴い、新たな社会教育委員に委嘱するものである。 



（協議事項） 

１ 加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則を改正する規則等の制定につ

いて 

（教育指導部次長から説明） 

原案可決 

 

   委  員 ： 公民館に関する施行規則第８条の使用料の減免規定について、第３

号の「社会教育団体」を「公共的団体」に変更しているが、対象団体

を拡充したということか。  
      事 務 局  ： 現行の施行規則第８条第３号の「社会教育団体」及び同条第４号の

「公共的団体」を統合し、改正後の施行規則第８条第３号の「公共的

団体」としたものである。 

 

   委  員 ： 地域利用者の活性化につながるため、減免については広く周知して

ほしい。  
      教 育 長  ： 今回の改正による減免割合の変更について説明してもらいたい。 

 

      事 務 局  ： 市のガイドラインによる施設使用料の受益者負担の原則に基づき、

減免割合を見直しており、市が主催する事業以外は使用者に負担を求

めるようになっている。一部減免割合が厳格になった部分はある。 

 

      教 育 長  ： 公共施設の利用にあたり、使用料はコストの半分で設定するという

考えのもとに今回見直しを行っており、その上でさらに減額をするも

のについては、特に厳格に精査したということである。 

 

 

２ 学校運営協議会委員の委嘱について 

（教育指導部参事から説明） 
原案可決 

 

      委  員  ： 今回委嘱される委員は全員新任であるが、今までの学校評議員会と

の連続性は確保されるのか。 

 

      事 務 局  ： 平岡小学校における学校運営協議会はこの度初めて設置されたため

全員が新任となっているが、一部の委員は以前の学校評議員から継続

している。 

 

   委  員 ： 学校運営協議会について教員の理解が足りていないように感じる。 

         学校運営協議会について校長を通じ理解を深めていくべきである。 



      事 務 局  ： 平岡小学校における学校運営協議会は年度当初から町内会・ＰＴＡ・

教職員に説明し、合意を得たうえで設置している。 
          学校運営協議会に対する教員の理解については、学校全体の課題と

して検討していきたい。 

 

      教 育 長  ： 市内に学校運営協議会は何校園あるのか確認しておきたい。  
      事 務 局  ： １ユニット 15 校園である。15 校園の内訳は中学校５校、小学校８

校、幼稚園２園である。 

 

   委  員 ： 以前の学校評議員会から学校運営協議会に移行した理由を教えてほ

しい。 

 

      事 務 局  ： 子どもが抱える問題が多岐にわたるようになり、学校だけでは問題

を全て解決できない状況になってきている。その中で地域と学校が相

互補完的に子どもたちへ働きかけ、成長を支える観点から、学校運営

協議会を設置することとなった。 

          以前の学校評議員会は校長に対して意見を発信することが主となっ

ていたが、学校運営協議会は、地域が学校運営に参画し、学校と地域

が一体となってよりよい学校づくりを推進していくものである。   
○ 次期定例教育委員会予定日のこと 

11月７日（木）午後３時から開催することに決定 

 

 

○  教育長諸報告 

（１）教育長職務代理者の指名について 

10月２日（水）付で廣岡委員を指名した。 

 

（２）地区別行政懇談会について 

「幸せを実感できるまちを目指して」をテーマに、９月から 11 月にかけて市内

10地区の地域住民と意見交換を行っている。 

 

（３）加古川市平和祈念式について 

    10月５日（土）に加古川市平和祈念式に出席した。戦没者への追悼と平和祈念へ

の取組として実施しているものである。 



○ 教育委員諸報告 

〔廣岡委員から〕 

 （１）幼稚園訪問について 

両荘幼稚園を訪問した。一定の人数に満たない園での教育のあり方を検証する必

要があると感じた。 

 

 

〔坂元委員から〕 

（１）日本ＰＴＡ全国研究大会 兵庫大会について 

日本ＰＴＡ全国研究大会 兵庫大会に参加した。協同的探究学習が主なテーマであ

ったが、保護者の率直な意見を聞くことができ、大変有意義であった。 

 

（２）学校訪問について 

     加古川中学校を訪問した。いずれのクラスも大変に落ち着いた印象を持ち、安心

した。伝統のある学校であり、施設面で様々な工夫をしているが、老朽化対策が必

要であると感じる面もあった。 

    また、学校全体のことではあるが、児童生徒の教科書等の荷物が多いため、事務

局でも根本的な対策を考えてほしい。 

 

（３）運動会の安全管理について 

   組体操の安全管理については、十分に配慮されていると理解しているが、今後も

続けていくかどうかの転換期に差し掛かっていると感じる。組体操に固執せず、柔

軟に演技について検討してみてはどうかと考えている。   
〔播委員から〕 

（１）市町村教育委員研究協議会について 

    ９月 19日（木）に市町村教育委員研究協議会に参加した。文部科学省より教育の

現状についての解説をいただいた。 

また、地域と学校の連携と協働について会議を行い、コミュニティスクールの重要

性を再確認したところであるが、コミュニティスクールについて教員の認知度が低い

印象を受けた。今後、周知に努めていく必要があると考えている。 



○ 教育総務部長諸報告 

（１）令和２年度 加古川市立幼稚園・認定こども園（幼稚園利用）の園児募集について 

10 月７日（月）から令和２年４月入園の幼稚園・認定こども園児の募集が始ま

った。 

 

以上、１件について報告 

 

 

○ 教育指導部長諸報告 

（１）第７回加古川スポーツカーニバルについて 

11 月３日（日）に、市立総合体育館を会場として、第７回加古川スポーツカー

ニバルを開催する。 

 

（２）令和元年度 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」（後期）の実施について 

後期の地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」が、11月 11日（月）から 15日（金）

に実施される。 

 

（３）東播地区中学校新人体育大会について 

10月 19日（土）20日（日）を中心に、東播地区各市において、東播地区中学校

新人体育大会が開催される。 

 

（４）第 41回加古川市小学校陸上記録大会について 

11月２日（土）に、加古川運動公園陸上競技場において行われる。第 41回加古

川市小学校陸上記録大会について報告する。 

 

（５）令和元年度 ふれあいハッピーフェスタについて 

    11月 23日（土）に、「令和元年度ふれあいハッピーフェスタ」を実施する。 

 

（６）令和元年度 第２回加古川市いじめ防止対策評価検証委員会の開催の報告について 

    ９月 25 日（水）に、加古川市立青少年女性センター大会議室において、令和元

年度第２回加古川市いじめ防止対策評価検証委員会を開催した。 

 

（７）「令和元年度 加古川市教職員研修会アンケート集計結果」の報告について 

    ８月 20日（火）に、令和元年度加古川市教職員研修会を開催した。欠席者には、

当日のビデオにより 27 日（火）に研修会を行った。アンケートの集計結果につい

て報告する。 

 

   委  員 ： 加古川市教職員研修会アンケート集計結果について、非常に高い満

足度が得られているが、講師について教えてほしい。  
      事 務 局  ： パラリンピックの代表選手である。競技のみならず、ＮＰＯ法人に

て競技の普及にも貢献している人物である。 



   委  員 ： 研修会の参加は希望制なのか。  
      事 務 局  ： 基本的には職員は全員参加である。  
 

以上、７件について報告 

 

 

○ 閉 会   午後４時 20分 


